
お知らせ お知らせ

１. 公正証書は国の機関に準ずる公証人が作成する文書ですので、裁判その他の面できわめて
強い証拠力が求められています。

２. 公正証書の内容についての秘密は厳守され、原本は公証役場の書庫に厳重に保管されます
ので、紛失および改ざんの心配はありません。

３ .金銭の支払契約で強制執行の条項を設けている場合には、その公正証書で相手の財産に対
して強制執行をすることができます。つまり、相手が支払の約束に違反した場合には、訴訟
を起こすことなく相手方の動産・不動産・給料など各種の財産を差押え、債権を取り立てる
ことができます。また、配当要求をすることもできます。

４. 遺言公正証書には自筆遺言証書と違い、遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認を受けること
なく直ちに不動産登記など、記載の内容を実現する効力があります。これにより、遺産分割
に際して各相続人間の争いを未然に防ぐことができます。また、遺言公正証書については、
原本を電子情報化し、電子版として別途保存していますので、万一災害等によって原本が逸
失した場合にも復元ができます。

窪川地域の水道検針をしていただける方を募集いたします。
募集は、原則 60歳以上の健康で働く意欲のある方でシルバー人材センターの会員になる方
水道検針と入会手続きと問い合わせは、シルバーセンター事務所までお願いします。

■いつでもお気軽にお問い合わせください。

（公社）四万十町シルバー人材センター
四万十町香月が丘 4番 20号（ふるさと未来館内）	
	 	

((29-6021

急 募 水 道 検 針 員 募 集【窪川地域】

会員募集！
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